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146 

 

  



149 

 

（２）多様な主体との連携と協働 

本計画の推進に当たっては、市民や事業者、行政などの多様な主体と関わりを持ち、その

関わりを深めていくことが求められています。 

 

①市民や事業者との連携と協働 

市民や事業者などの多様な主体が参画する場となる環境審議会のほか、みどりに関す

る活動を行う市民や団体などが参加する場となる豊中みどりの交流会、とよなか市民環

境会議アジェンダ 21 などの市民団体との連携と協働により本計画を推進します。 

 

②国や他の自治体との連携 

「みどりの大阪推進計画」の推進をはじめ、「みどりの風促進区域」における緑化の推

進や「みんなで育てる花いっぱいプロジェクト」など、大阪府との連携を図りながら取

り組む施策があります。また、みどりの拠点や軸を形成する服部緑地や河川、主要な道

路の一部は、国や大阪府が管理する施設で、近隣自治体とも結ばれているため、広域的

な観点から国や他の自治体と連携する必要があります。 

このため、大阪府をはじめ、国や他の自治体とも連携を図りながら本計画を推進しま

す。 

③庁内における連携 

本計画の策定に当たり、上位計画の「第４次豊中市総合計画」「第２次豊中市都市計画

マスタープラン」「第３次豊中市環境基本計画」及びその他の関連計画との整合を図って

おり、水路やため池、農地などの保全、道路や学校などの公有地の緑化、景観を形成す

るみどりづくり、「開発許可制度」などによる身近な公園づくり、防災・減災に資するみ

どりづくりなど、各部局の取組みが不可欠な施策も多く、庁内で連携して取り組んでい

く必要があります。 

このため、庁内関係部局が集まり、「第３次豊中市環境基本計画」の進行管理などを行

う場として設置する「環境委員会」や「環境委員会幹事会」に、必要に応じて進行状況

の報告を行うなど、庁内での連携を図りながら本計画を推進します。 

 

 

 

 

  

148 

 

１．推進体制 

（１）各主体の役割 

本計画の推進に当たっては、以下に示す市民や事業者、行政の役割をそれぞれが認識し、

互いに連携して基本方針に基づく具体施策などに取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

まちなかに人とみどりの 

笑顔があふれる豊中 

事業者 
 

・事業所や地域のみどりの保全・創出 

・みどりに関するイベントや活動への

参加・協働 

・公園・緑地などのみどりの利用や活

用 

・みどりのまちづくりに対する意識の

向上 

など 

 

行政 
・公園・緑地や街路樹などの公共施設の

みどりの保全・創出 

・みどりに関するイベントの開催や情報

発信などの普及啓発 

・市民や事業者などに対するみどりの保

全や緑化に対する支援 

・活動場所や資材の提供などの市民参加

や市民との協働によるみどりに関する

取組みの推進 

・総合的なみどりのまちづくりの推進 

など 

 

市民 
 

・住まいや地域のみどりの保全・創出 

・みどりに関するイベントや活動への参

加・協働 

・公園・緑地などのみどりの利用や活用 

・みどりのまちづくりに対する意識の向上 

など 

図 43：各主体の役割 
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２．進行管理 

 
本計画に示した施策を着実に推進していくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Act）を繰り返す PDCA サイクルを用いた進行管理を行います。 

PDCA サイクルにおいては、計画目標及びモニター指標を用いて、毎年度施策に基づく事

業の状況把握と評価を行い、平成 34 年度（2022 年度）には中間総括、平成 39 年度（2027

年度）には計画改定を行います。 

進行管理を行う中で、みどりを取り巻く社会状況や市の情勢の大きな変化など、施策と現

状の乖離が生じた場合には、必要に応じて計画の見直しを行います。 

また、進行管理に関する内容は、豊中市環境報告書「とよなかの環境」や市のホームペー

ジなどで公表し、施策に基づく事業の推進に反映させていきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

計画の 
運用・総
括・改定 

      

 

     

PDCA サ

イクル 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

計画目標

に よ る 評

価 

● ●◇ ● ◎ ● ●◇ ● ●◇ ◎ ●◇ ● 

モ ニ タ ー

指標によ

る評価 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 【計画目標による評価】 
●：市民一人当たりの公園・緑地面積、みどりに関するイベント参加者数（事業の実施状況から 

算出） 
◇：みどりに対する満足度、公園・緑地に対する満足度（豊中市市民意識調査から参考数値とし

て算出） 
◎：みどり率、緑被率、みどりや公園・緑地に対する満足度などの全項目 

図 45：PDCA サイクルによる進行管理 

中間 

総括 

計画 

改定 

本計画 

運用 

開始 

新計画 

運用 

開始 

図 46：進行管理スケジュール 

Plan 
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・施策に基づく事業の計画 Do 
実行 

・施策に基づく事業の実施 
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評価 

・モニター指標などによる

事業の状況把握と評価 
Act 

改善 

・評価に基づく事業の見直し 
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